
運輸安全マネジメント 
 

 

 

１. 輸送の安全に関する基本方針 

（１）安全確保の最優先がバス事業者の使命であることを深く認識 

し社長及び役員・社員一同が安全確保に最善の努力を尽くす。 

（２）輸送の安全に関する法令及び関連する規定を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行する。 

（３）安全管理体制を適切に維持するために不断の確認を励行する。 

（４）輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 

 

２. 輸送の安全に関する重点施策 

（１）輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定

に定められた事項を遵守します。 

（２）輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。 

（３）輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。 

（４）輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有します。 

（５）輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施します。 

 

３. 輸送の安全に関する目標及び達成状況 

【令和５年度目標 追突事故・バック事故撲滅】

達成状況 ０件 

 

４. 自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計 

(令和５年度実績) 

種別 転覆 転落 火災 踏切 死傷 その他 合計 

件数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

負傷者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

５. 安全対策に関する計画 

（１）安全が最優先であることの意識を徹底。 

事業活動を行うにあたって、何よりも安全が最優先であること、それに関する法令

を遵守していくことを説き、安全第一の社風を作り上げていくことに努めます。 

（２）社員への教育の実施 

・ドライブレコーダーの映像等を活用した、事故防止対策の教育。 

・交通事故、災害等発生時における救護についての教育。 

・タコグラフを活用した速度超過者の指導。 

・事故惹起者への個人指導。 

・運行管理者、運行管理補助者の教育。 



（３）その他 

・定期健康診断の実施 

・適性診断の実施（65 歳以上の乗務員に関しては、適齢診断を実施） 

・SAS（睡眠時無呼吸症候群）スクリーニング検査の実施 

・薬物反応検査の実施 

 

６. 初任運転者に対する安全運転の実技指導について 

弊社では、法律で定められている貸切運転手の 20 時間に実技指導について、次の通り実施しており

ます。 

・教育実施ルート 

札幌・石狩管内の主要幹線道路、及び主要観光地 

・教育時期 

入社後およそ 1 ヶ月～2 ヶ月 

・車種区分 

大型貸切バス・中型貸切バス・小型貸切バス 

・指導の具体的内容 

国土交通省が発行する「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及

び監督の実施マニュアル」に基づき実施。（大型バスを運転する際の安全上の注意事項・道路交通

法に係る事項・車内転倒事故を防止する為の確認事項・管内における交通の特徴・機器や装置の使

用方法などについて教育を実施しております。） 

・指導員 

所属営業所運行管理者・指導運転手（運転実務経験 5 年以上）などが交互に添乗 

 

７. 行政処分内容、講じた措置

該当する処分はありません。 

 

８. 事故、災害等に関する報告連絡体制

別紙「緊急連絡報告系統図」参照 

 

９. 安全管理規定、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

別紙「安全管理規定」参照 

 

１０. 安全統括管理者

取締役所長 山田浩明 

https://sk-sanwakankou.jp/pdf/emergency-contact-system.pdf
https://sk-sanwakankou.jp/pdf/safety-management-provision.pdf

